
令和８年度東京都防犯設備維持管理経費補助金交付要綱 

 

    ７安総都第９２７号 

令和８年３月 18 日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域団体が設置・管理する防犯カメラの保守点検費、修繕費及び移設費

を補助することで、地域の防犯力向上に取り組む地域団体を都が支援し、もって都内におけ

る安全で安心なまちの実現に寄与するための東京都防犯設備維持管理経費補助金の交付に

関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 この補助金の交付については、東京都補助金等交付規則（昭和 37年東京都規則第 141

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 

（1） 「地域団体」とは、町会、自治会、ＰＴＡ、商店街等、その他一定の区域の住民が組

織する又は参加する団体であって、「東京都地域における見守り活動支援事業補助金」

又は「東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金」（以下両者をあわせて「防犯設

備整備補助金」という。）の交付を受けて設置された防犯カメラを管理する団体をいう。 

（2） 「防犯カメラ」とは、専ら犯罪又は事故の防止を目的として、不特定多数の者が往来

する場所の撮影等のために設置された一連の機器又は装置の総称をいう。 

(3) 「保守点検費」とは、防犯カメラの正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等

に係る経費をいう。 

(4) 「修繕費」とは、機能の一部又は全部に異常が発生している防犯カメラを正常な状態

に戻す復旧作業等に係る経費及び防犯カメラの部材等の交換に係る経費をいう。 

(5) 「移設費」とは、設置時に予見できなかった事情によりやむを得ず防犯カメラを移設

する経費をいう。 

（6） 「区市町村」とは、補助事業者（規則第２条第３項で定める「補助事業者等」をいう。

以下同じ。）として、この要綱の規定に基づき地域団体に補助を行う区市町村をいう。 

（7） 「間接補助金」とは、区市町村が補助金をその財源の一部として地域団体に交付する

補助金をいう。 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金は、地域団体が防犯カメラの保守点検、修繕及び移設を実施する事業のう

ち、次に掲げる要件の全てに該当するもの（以下「防犯設備維持管理事業」という。）に対し、

予算の範囲内において区市町村に交付する。なお、交付決定前に実施されたものも対象とす

る。 

（1） 防犯設備整備補助金の交付を受けて設置した防犯カメラに関する事業であること。 

(2) 当該地域団体において、設置の際に受けた補助金の条件である防犯に関する活動に引

き続き取り組んでいること。 



(3) 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの間に実施され、完了できる事業であ

ること。 

 

（補助対象経費等） 

第５条 この補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助金に係る限度額は、別表のとお

りとする。なお、補助対象経費は、事業実施において地域団体が支出する経費のうち、知事

が必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものとし、以下に掲げる経費に

ついては、交付の対象としない。 

（1）設置時になかった新たな機能を追加導入するための経費 

（2）この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかなもの 

 

（交付申請） 

第６条 区市町村は、この補助金の交付を受けようとするときは、別途定める申請期間内に、

補助金交付申請書（別記第１号様式）に必要な書類等を添えて知事に提出しなければならな

い。 

 

（交付の条件） 

第７条 この補助金の交付決定には、次の各号に掲げる条件が付されるものとする。 

（1） 事業の執行に当たっては、公正かつ透明に行われるようにしなければならない。 

 （2） 保守点検、修繕及び移設の回数や内容は、この補助金の目的に照らして必要最小限度

にしなければならない。 

 

（間接補助金に付すべき条件） 

第８条 区市町村は、地域団体に間接補助金を交付するときは、前条に掲げる条件を付さなけ

ればならない。 

 

（交付決定） 

第９条 知事は、第６条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要

に応じて現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付の決定を行う。 

２ 知事は、第１項の交付決定を行ったときは交付決定通知書（別記第２号様式）、不交付決定

を行ったときには不交付決定通知書（別記第３号様式）により区市町村に通知する。 

３ 知事は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

４ 補助金交付申請書が到達した日から、当該申請に係る第１項による決定を行うまでに通常

要すべき標準的な期間は、60日とする。 

 

（事業の内容変更等） 

第 10条 区市町村は、第９条の交付決定額を上回る内容を実施する場合、事業の内容を著しく

変更しようとする場合又は中止をしようとする場合は、あらかじめ内容等変更承認申請書

（別記第４号様式）を、必要な書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 

（申請の取下げ） 



第 11条 区市町村は、第９条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

速やかにその旨を記載した書面を知事に提出することにより、申請の取下げをすることがで

きる。 

２ 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を

記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（事業実績報告） 

第 12条 区市町村は、別途定める対象期間の終了後、当該対象期間内に完了した防犯設備維持

管理事業について、必要な書類等を添えて、速やかに事業実績報告書（別記第５号様式）を

知事に提出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付決定を受けた全ての事業が完了したとき又は補助金の交付

決定の日の属する会計年度が終了した時は、必要な書類等を添えて、速やかに事業実績報告

書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 13条 知事は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必

要に応じて現地調査等を行い、その報告の内容がこの補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書（別

記第６号様式）により区市町村に通知するものとする。 

 

（補助金の支払等） 

第 14 条 知事は、前２条の規定により全ての対象期間について交付すべき補助金の額を確定

した後、補助金を支払うものとする。ただし、特段の理由があり、知事が必要と認めた場合

は対象期間ごとに支払うことができるものとする。 

２ 区市町村は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書（別

記第７号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第 15条 知事は、区市町村又は地域団体が次のいずれかに該当する場合は、この補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（1） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（2） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（3） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違

反したとき。 

（4） 正当な理由がないにもかかわらず、令和９年３月 31 日までに事業を完了することが

できないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。 

  

（補助金の返還） 

第 16条 知事は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、事業の当該

取消しに係る部分に関し、既に区市町村に補助金が支払われているときは、期限を定めてそ

の返還を命じるものとする。 

 



（補助金の経理等） 

第 17条 区市町村は、事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、

かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存するものとす

る。 

 

（検査） 

第 18 条 区市町村は、知事が東京都職員をして事業の運営及び経理等の状況について検査さ

せた場合、又は事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。 

 

（違約加算金及び延滞金の納付） 

第 19条 第 15条の規定によりこの補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第 16条

の規定により当該補助金の返還を命じたときは、知事は、区市町村が当該補助金を受領した

日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額（一部を納付した場合のその後の期間に

おいては既納額を控除した額）につき、年 10．95 パーセントの割合で計算した違約加算金

（100円未満の場合を除く。）を区市町村に納付させなければならない。 

２  当該補助金の返還を命じた場合において、区市町村が定められた納期日までに当該補助金

を納付しなかったときは、知事は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納

付額につき、年 10．95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円未満の場合を除く。）を

納付させなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365日当たりの割合

とする。 

 

（違約加算金の計算） 

第 20 条 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前条第１項の規定の適用に

ついては、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該

返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するま

で順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

２ 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、区市町村の納付した金

額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助

金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第 21条 第 19条第２項の規定により知事が延滞金の納付を命じた場合において、区市町村に

返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間

に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものと

する。 

 

（非常災害の場合の措置） 

第 22 条 非常災害等による被害を受け、事業の遂行が困難となった場合の区市町村の措置に

ついては、知事が指示するところによる。 

 

（区市町村の事務処理） 



第 23条 区市町村は、間接補助金に係る事務処理にあたり、次の各号に掲げる事項に留意しな

ければならない。 

（1） 間接補助金に係る補助要綱等を整備すること。 

（2） 事業の完了後に行う審査業務において、適正な処理を行うよう努めるとともに、その

内容について疑義があるときは速やかに知事に協議すること。 

（3） 地域団体に対し、東京都の補助金を財源とする事業であることを明示し、周知を図る

こと。 

 

（文書等の様式） 

第 24条 申請書、通知書及び報告書等の様式は、別記のとおり定める。 

 

（その他） 

第 25条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、実施細目で定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表 補助対象経費等

 

対象経費 都補助率 
都補助対象 

経費限度額 

（1） 「東京都地域における見守り活動支援事業

補助金」の交付を受けて設置した防犯カメラ

に係る保守点検費、修繕費及び移設費 

（2） 「東京都防犯設備の整備に係る区市町村補

助金」の交付を受けて設置した防犯カメラに

係る保守点検費、修繕費及び移設費 

（1）２分の１以内 

（2)３分の１以内 

ただし、1,000 円未

満の端数が生じた場合

には、これを切り捨て

るものとする。 

「保守点検費」について 

１台あたり１万円 

「修繕費」について 

 １台あたり 20 万円 

「移設費」について 

 １台あたり 20 万円 

 

 

 


